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地区計画に係る
都市計画変更案の縦覧

　市では、東部大阪都市計画地区計画（北島東地区）の変
更に伴い、北島東地区地区計画の都市計画変更案について
縦覧を行います。
　区域内の土地所有者や利害関係者は、市に意見書を提出
することができます。
縦覧期間　８月１日㈫～15日㈫の平日
縦覧場所
　都市政策課（市役所別館２階）
意見書の提出方法
　８月16日㈬～22日㈫に郵送（必着）または直接
提出・問合先
　〒５７１-８５８５
　「門真市役所」都市政策課

☎０６(６９０２)６２３８

都市計画公聴会を開催
　府では、次の都市計画案を作成するにあたり、公聴会を開催します。
案の概要は都市政策課でも見ることができます。
公聴会付託案件名
◦東部大阪都市計画都市再開発の方針の変更
◦東部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更
◦東部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更
とき　８月30日㈬午後２時から
ところ　府庁別館都市計画室分室（大阪市中央区大手前３丁目２‐12）
申込期間　８月７日㈪～21日㈪
申込方法
◦公述希望者…公述申出書（指定様式）を郵送または直接
◦傍聴希望者…住所、氏名、電話番号と公聴会傍聴希望の旨を記載した

はがき、またはメールを送付
※郵送は８月21日㈪必着
申込・問合先　〒５４０‐８５７０　府都市計画室計画推進課

☎０６(６９４４)６７７６
keikakusuishin@sbox.pref.osaka.lg.jp 

市
・
府
民
税
第
２
期
分
の

納
付
期
限
は
８
月
31
日
㈭

　
指
定
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
で
納

付
で
き
ま
す
。
期
限
内
の
納
付
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

市
税
の
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

　
納
税
課
窓
口
で
は
、
金
融
機
関
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
市

税
の
口
座
振
替
手
続
き
が
簡
単
に
で

き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
納
税
課

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

花
火
を
す
る
時
は
ご
注
意
を

　
夏
は
花
火
の
季
節
で
す
。
花
火
を

す
る
と
き
は
次
の
点
に
注
意
し
ま
し

ょ
う
。

◦
子
ど
も
だ
け
で
花
火
を
し
な
い

◦
水
バ
ケ
ツ
を
必
ず
用
意
す
る

◦
燃
え
や
す
い
物
を
傍
に
置
か
な
い

◦
風
が
強
い
時
は
花
火
を
し
な
い

◦
打
ち
上
げ
花
火
は
、
途
中
で
火
が

消
え
た
り
、
火
が
つ
か
な
い
場
合

で
も
筒
の
中
を
覗
き
込
ん
だ
り
触

っ
た
り
し
な
い

◦
フ
リ
ル
が
付
い
た
服
や
化
学
繊
維

の
服
は
火
の
粉
が
燃
え
移
り
や
す

い
の
で
避
け
る

◦
サ
ン
ダ
ル
な
ど
は
火
の
粉
で
火
傷

を
す
る
た
め
避
け
る

問
合
先
　
門
真
消
防
署

☎
０
６（
６
９
０
５
）０
１
１
９

日
曜
市
税
納
付
相
談

と
き
　
８
月
27
日
㈰

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ

　
納
税
課
（
市
役
所
別
館
２
階
）

※
証
明
書
の
発
行
な
ど
は
不
可

個
人
事
業
税
第
１
期
分
の

納
付
期
限
は
８
月
31
日
㈭

　
納
税
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書
で

納
め
て
く
だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
の
人
を
除
く

※
年
間
税
額
が
１
万
円
以
下
の
場
合

は
第
２
期
分
の
納
付
書
な
し

問
合
先

北
河
内
府
税
事
務
所

☎
０
７
２（
８
４
４
）１
３
３
１

保
険
料
の
納
付
期
限
は

８
月
31
日
㈭

　
国
民
健
康
保
険
料
第
３
期
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
第
２
期
（
普
通

徴
収
）
の
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
保
険
収
納
課

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
９
４

保
険
料
の

ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

　
保
険
収
納
課
窓
口
で
は
、
金
融
機

関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、

保
険
料
の
口
座
振
替
手
続
き
が
簡
単

に
で
き
ま
す
。
保
険
料
の
納
付
に
は
、

便
利
で
安
心
・
安
全
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
保
険
収
納
課

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
９
４

日
曜
保
険
料
納
付
相
談

と
き
　
８
月
27
日
㈰

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ

　
保
険
収
納
課
（
市
役
所
別
館
１
階

）
、
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

※
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
で
は
納
付
書

・
保
険
証
の
発
行
は
不
可
。
後
日

郵
送

問
合
先
　
保
険
収
納
課

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

年
金
の
請
求
手
続
き

　
８
月
か
ら
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

取
る
の
に
必
要
な
受
給
資
格
期
間
が

25
年
か
ら
10
年
に
短
縮
さ
れ
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
人
に
は
黄
色
の
封
筒

が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
請
求
手
続

き
を
し
て
い
な
い
人
は
、
ね
ん
き
ん

ダ
イ
ヤ
ル
で
予
約
の
う
え
、
で
き
る

だ
け
早
く
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

不
審
な
電
話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

予
約
・
問
合
先

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
５
）１
１
６
５

守
口
年
金
事
務
所

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

日
曜
国
民
年
金
相
談

と
き
　
８
月
27
日
㈰

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ

　
市
民
課
（
市
役
所
別
館
１
階
）

持
ち
物
　
年
金
手
帳
、
印
鑑

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格

喪
失
確
認
通
知
書
、
退
職
辞
令
な

ど
（
す
べ
て
コ
ピ
ー
可
）

※
同
世
帯
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場

合
は
代
理
人
の
身
分
証
明
証

問
合
先
　
市
民
課

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

酔
泳
禁
止
！

水
難
事
故
に
ご
注
意
を

　
海
上
保
安
庁
で
は
、
お
酒
を
飲
ん

で
泳
ぐ
こ
と
を
「
酔
泳
（
す
い
え
い

）
」
と
し
て
注
意
を
呼
び
掛
け
て
い

ま
す
。

　
お
酒
を
飲
ん
だ
状
態
で
泳
ぐ
と
、

酔
い
が
ま
わ
り
や
す
い
だ
け
で
な
く
、

体
の
反
射
機
能
が
低
下
し
ま
す
。
ま

た
、
血
圧
が
上
が
り
、
心
臓
麻
痺
を

起
こ
す
可
能
性
も
高
く
な
り
ま
す
。

　
自
分
の
命
を
守
る
た
め
に
「
お
酒

を
飲
ん
だ
ら
泳
が
な
い
」
こ
と
が
大

切
で
す
。
自
分
だ
け
で
な
く
、
家
族

や
友
人
な
ど
が
飲
酒
後
に
水
に
入
ろ

う
と
し
た
ら
必
ず
止
め
ま
し
ょ
う
。

問
合
先
　
守
口
市
門
真
市
消
防
組
合

消
防
本
部

☎
０
６（
６
９
０
６
）１
１
２
２

８
月
は
「
こ
ど
も
１
１
０

番
月
間
」

　
こ
ど
も
１
１
０
番
運
動
は
、
地
域

の
家
庭
や
事
業
所
が
、
犯
罪
や
ト
ラ

ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た

子
ど
も
が
駆
け
込
め
る
場
所
の
目
印

と
な
る
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
な
ど
を
掲
げ

る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
を
守
る
運

動
で
す
。

　
市
で
は
、
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
な
ど
を

無
償
で
随
時
配
布
し
て
い
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
を
守
る
た
め
、
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

配
布
物

　
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

※
在
庫
が
な
い
場
合
あ
り

申
込
方
法
　
直
接

申
込
・
問
合
先
　
社
会
教
育
課

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
１
３
９

８
月
は
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間

こ
の
道
で
　
お
は
よ
う
　

さ
よ
な
ら

あ
り
が
と
う

　
８
月
の
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
は
、

道
路
の
役
割
や
重
要
性
を
再
認
識
し
、

道
路
を
い
つ
く
し
む
意
識
を
持
っ
て

も
ら
う
た
め
の
運
動
で
す
。

　
ま
た
、
８
月
10
日
は
「
道
の
日
」

で
す
。
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な

い
道
路
を
大
切
に
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

◆
故
障
な
ど
を
見
つ
け
た
ら
ご
連
絡

を
　
道
路
照
明
灯
、
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
、

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
、
排
水
施
設
な
ど
の

道
路
付
属
施
設
の
故
障
や
、
道
路
の

穴
な
ど
は
事
故
に
つ
な
が
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。
発
見
し
た
場
合
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
合
先

土
木
課

☎
０
６（
６
２
０
２
）６
４
８
７

統
計
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
各
調
査
は
府
知
事
が
任
命
し
た
統

計
調
査
員
が
行
い
ま
す
。
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
毎
月
勤
労
統
計
調
査
特
別
調
査

　
７
月
31
日
現
在
、
１
～
４
人
の
常

用
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
所
を
対

象
と
し
た
調
査
で
す
。

実
施
時
期
　
８
月
上
旬
か
ら

調
査
区
域
　
四
宮
１
～
３
丁
目
、
島

頭
１
～
３
丁
目

問
合
先
　
府
統
計
課

☎
０
６（
６
２
１
０
）９
２
０
０

◆
29
年
度
労
働
力
調
査

　
国
内
の
就
業
・
不
就
業
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
の
調
査
で
す
。

実
施
時
期
　
８
月
下
旬

調
査
区
域

　
浜
町
23
、
労
住
か
ど
ま
ハ
イ
ツ

問
合
先
　
府
統
計
課

☎
０
６（
６
２
１
０
）９
１
９
８

樹
木
を
配
布
し
ま
す

　
市
と
府
は
、
緑
化
活
動
の
一
環
と

し
て
、
各
種
団
体
・
学
校
な
ど
に
樹

木
を
無
料
配
布
し
ま
す
。

申
込
方
法

　
８
月
31
日
㈭
ま
で
に
電
話
ま
た
は

直
接

※
１
カ
所
あ
た
り
の
最
低
配
布
本
数

は
高
木
10
本
以
上

※
配
布
時
期
・
場
所
は
申
込
者
へ
別

途
連
絡

申
込
・
問
合
先

土
木
課

保

険

ま
ち
づ
く
り

年

金

消

防

防

犯

税

金

統

計

税金／保険平成29年8月号
広報かどま 4

保
険
料
の
納
付
期
限
は

８
月
31
日
㈭

　

国
民
健
康
保
険
料
第
３
期
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
第
２
期
（
普
通

徴
収
）
の
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

保
険
料
の

ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

　

保
険
収
納
課
窓
口
で
は
、
金
融
機

関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、

保
険
料
の
口
座
振
替
手
続
き
が
簡
単

に
で
き
ま
す
。
保
険
料
の
納
付
に
は
、

便
利
で
安
心
・
安
全
な
口
座
振
替
を

市
税
の
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

　

納
税
課
窓
口
で
は
、
金
融
機
関
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
市

税
の
口
座
振
替
手
続
き
が
簡
単
に
で

き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
曜
市
税
納
付
相
談

と
き　

８
月
27
日
㈰

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
９
４

日
曜
保
険
料
納
付
相
談

と
き　

８
月
27
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ

　

保
険
収
納
課
（
市
役
所
別
館
１
階

）
、
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

※
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
で
は
納
付
書

・
保
険
証
の
発
行
は
不
可
。
後
日

郵
送

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ

　

納
税
課
（
市
役
所
別
館
２
階
）

※
証
明
書
の
発
行
な
ど
は
不
可

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

個
人
事
業
税
第
１
期
分
の

納
付
期
限
は
８
月
31
日
㈭

　

納
税
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書
で

納
め
て
く
だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
の
人
を
除
く

※
年
間
税
額
が
１
万
円
以
下
の
場
合

は
第
２
期
分
の
納
付
書
な
し

問
合
先

　

北
河
内
府
税
事
務
所

　

☎
０
７
２（
８
４
４
）１
３
３
１

　

各
調
査
は
府
知
事
が
任
命
し
た
統

計
調
査
員
が
行
い
ま
す
。
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
毎
月
勤
労
統
計
調
査
　
特
別
調
査

　

７
月
31
日
現
在
、
１
～
４
人
の
常

用
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
所
を
対

象
と
し
た
調
査
で
す
。

実
施
時
期　

８
月
上
旬
か
ら

調
査
区
域　

四
宮
１
～
３
丁
目
、
島

頭
１
～
３
丁
目

問
合
先　

府
統
計
課

　

☎
０
６（
６
２
１
０
）９
２
０
０

◆
29
年
度
労
働
力
調
査

　

国
内
の
就
業
・
不
就
業
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
の
調
査
で
す
。

実
施
時
期　

８
月
下
旬

調
査
区
域

　

浜
町
23
、
労
住
か
ど
ま
ハ
イ
ツ

問
合
先　

府
統
計
課

　

☎
０
６（
６
２
１
０
）９
１
９
８

申
込
・
問
合
先　

土
木
課

　

☎
０
６（
６
２
０
２
）６
４
８
７

申
込
・
問
合
先　

土
木
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
８
７


